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感染症下における関心/問題の推移

① 各種の制限措置への対応

日中双方の入国制限や隔離措置、都市封鎖への対応

② 労働問題・家賃問題等

現地法人の業務停止、事業所閉鎖に伴う労働問題(Ⅰ)、家賃減免(Ⅱ)

③ 契約関係の調整（事情変更・不可抗力）

取引契約の履行が困難になり、事情変更・不可抗力を主張（Ⅲ）

④ リストラクチャリング→事業再編

事業規模の縮小・リストラや現地法人の撤退⇒M＆A等の事業再

編の動きに

⑤ 新分野への投資

経済状況の回復⇒オンライン教育や各種インターネットサービス

の新規事業・投資が活発化

弊所の特設サイト：新型コロナウイルス感染症対策と実務対応
https://www.jurists.co.jp/ja/legalinsights/covid_19.html
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Ⅰ. 特殊労働時間制の活用

営業を再開しても、完全な業務の再開や従業員の復帰は困難

従前通りの賃金支払いは困難だが、リストラも避けたい

特殊労働時間制の活用を検討

（不定時労働制・総合労働時間制）
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Ⅰ. 特殊労働時間制の概要

メリット 制約等 日本の制度との比較

標準時間
労働制

1日8時間、週40時間、最低1日の休暇 日中で相違なし

不定時
労働時間

制

残業代に関する規
定が適用されない
（上海市の法定休
日の適用等の例外
有）

関連部門の審査認可
が必要
対象の職種が規定さ
れている
原則として、審査認可
時に、合理的な休息時
間を確保する旨の計
画書を要求される可能
性がある

日本の裁量労働時間制
に対応する概念だが、一
定の労働時間数だけ労
働したものと見なす｢みな
し労働時間｣の効果無し
その効果として残業代の
規定が適用されない点で、
監督管理者の適用除外
に近い

総合労働
時間制

定めた周期*で労働
時間を総合的に計
算できる

関連部門の審査認可
が必要
対象の職種が規定さ
れている

日本の変形労働制に近
い（但し、日本は就業規
則の規定又は労使協定
で足りる）

＊周期は、週、月、四半期、年がある。例えば月を周期とした場合、1日や週の労働時間を8時間以上、40時間以上とすることもできる。

ただし月でみて平均の1日・週の労働時間は標準時間労働制と同じでなければならない。
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Ⅰ. 特殊労働時間制の概要（続き）

対象となる職種

不定時
労働時間制

(1)高級管理者、外勤・販売従事者、一部の当直勤務者及び業務による
標準労働時間に基づく評価のできないその他の従業員
(2)企業の長距離運送従事者、タクシー運転手、鉄道、港湾及び倉庫の
一部の荷役従事者並びに業務の性質が特殊であることにより臨機応変
な作業を要する従業員
(3)生産の特性、業務の特殊性による必要又は職責範囲の関係により、
不定時労働時間制の実施に適したその他の従業員

総合労働
時間制

(1)交通、鉄道、郵便・電信、水運、航空、漁業等の業種のうち、業務の
性質が特殊であることにより、継続的作業を必要とする従業員
(2)地質及び資源調査、建築、製塩、製糖、観光など、季節及び自然条
件の制限を受ける業種の一部の従業員
(3)その他総合労働制の実施に適したその他の従業員

Ⓒ Nishimura & Asahi 2019
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Ⅰ. 特殊労働時間制の運用

労働保障
行政部門
への申請

通
常
の
手
続

特
例
手
続

特殊労働時間制の申請について、一部地方では特例手続が設けられている。

その他の地域でも、規定の有無を確認し当局との相談を検討してよい。

労働保障
行政部門

における批准

・申請書

・営業許可証副本

・方案（具体的職種、人数、

周期、申請期限、休暇方法）

・組合又は従業員代表の意見
以降の時間を

周期内で調整

可能

労働保障
行政部門
への申請

労働保障
行政部門

における批准

申請以前の時

間も加えて調整

することが可能

通常20日程度

5日で対応

・承諾書

（他の書面は追完でOK）

（例

蘇
州
市
・総
合
労
働
時
間
制
）
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会社所在の地方に

賃料についての減免政策があるか？

要件満たすか

（一般的に貸主国有企

業、借主中小企業）？

1－3ヶ月の

減免等

Y

使用できなかった理

由が貸主側にある

（大型モールの一斉閉

鎖の決定等）
事情変更・不可抗力

によって賃料が減免

されるべきとの主張

N

Y

N

借主に生じた損害と

賃料との

相殺の主張

併せて下記の論点も

争点となりうる。
Y

N

Ⅱ. 賃料減免についての検討フロー

多くの日系企業はオフィス・店舗を賃借⇒家賃の減免を求めたい
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Ⅱ. 感染症下の賃料減免政策

借主

政策の概要(地方によって若干の差異あり)

物件

免除期間

地方名（例） 規定名称

上海市 疾病状況を全力で防止処理し、サービス企業の平穏健
康な発展を支援する若干の政策措置 第九項

北京市 新型コロナウイルス感染性肺炎流行状況の影響に対
処する中小企業の持続的健康発展促進に関する若干

の措置 第一条第2項（京政办发〔2020〕7号）

広東省 新型コロナウイルス感染性肺炎流行状況に対処する
企業の業務再開を支持する若干の政策措置の発布に

関する通知 第三条第9項

中小企業

国有資産

1～3ヶ月
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Ⅱ. 賃料減免を主張する根拠

借主側の減免の根拠
抗弁 根拠法等 要件

不可抗力 契約法第117条 不可抗力により契約の履行が不能である場合は、不可
抗力の影響に基づき、責任を一部又は全部免除する

事情変更
（公平原
則）

契約法第5条、契
約法司法解釈
（二）第26条

契約成立後、客観的状況によって、当事者が、契約締
結時に予見できず、不可抗力ではなく、ビジネスリスク
にも属さないような重大な変化が発生し、契約を履行
することが一方当事者にとって明らかに不公平で契約
の目的を実現できない場合に、当事者が人民法院に
契約の変更又は解除を申し立てたときは、人民法院は
公平原則に基づいて、実際の案件の状況を踏まえて、
変更又は解除するか決定する

・不可抗力に関する規定において｢伝染病｣｢感染症｣等が明記されている

・双方に帰責性のない状況下で、賃料を減額又は免除する規定の存在

契約書で有利に主張できる条項例
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Ⅱ. 賃料減免に関する「SARS」時の裁判例

参考裁判例
結論 裁判所 判決の概要

3ヶ月の控除を
認める

上海市中級
人民法院

｢SARS｣に起因して地方政府が娯楽産業について
2003年5月から8月まで営業を停止させたことは周知
の事実であるとした一審判決を維持し、｢公平原則｣に
基づいて、3ヶ月の賃料の控除を認める。

一部控除を認
めず

上海市中級
人民法院

一審が｢不可抗力｣の主張を認めて免除した賃料につ
いて、｢SARS｣は、法律で不可抗力と線引されている
わけではなく、かつ、実際に営業停止される前の家賃
も免除されるのはおかしいと判断。

2ヶ月の控除を
認める

浙江省紹興
市中級人民
法院

当地の文化主管部門の規定に基づいて｢SARS｣の期
間営業を停止した場合には、借主がこの期間の家賃
の免除を求めることは合理的である。

「SARS」の期
間の賃料の控
除を認める

山東省煙台
市中級人民
法院

｢SARS｣は予見できない災害であり、ホテルの営業停
止による経済損失は客観的に存在しているとして、
｢SARS｣の期間の賃料の控除を｢事情変更｣の法理を
適用して認めた一審の判決を維持。
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例：

Ⅲ. 不可抗力とは何か？（法律要件）

「不可抗力」により契約の履行が不能である場合

責任を一部又は全部免除

効果

『予見できず、避けられずかつ克服できない 客観的状況』

①売買契約締結 → 2月分納品なし

②契約に基づいて損害賠償請求

③「不可抗力」により免責を主張

日系会社

現地法人
中方

サプライヤー

では不可抗力とは？
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① 発生事象が「不可抗力」に属するか？
契約の記載も考慮されるか

（次のスライド参照）

要件の「予見可能性」を中心に検

討される（「避けられずかつ克服で

きない」はこの要件の検討の中で

注意義務も加味して考慮される事

例が多い）

② 契約が履行不能（契約目的達成不能）

③
因
果
関
係
が
必
要

大前提：準拠法は、中国法か？
（適用される国・地域の法律に従った検討が必要）

Ⅲ. 不可抗力を主張する要件

不可抗力とは（契約法第117条第2項）

『予見できず、避けられずかつ克服できない 客観的状況』
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Y

Y

より認められる可能性

が高くなる

Y

N

Y

１．契約に不可抗力の

条項がある？

２．「伝染病の流行」、「疫病の流行」

のような記載がある？

４．「SARS類似」 「MARS類似」等の

本件感染症に近い記載がある？

N

３．バスケット

条項がある？

N

N

Ⅲ. 不可抗力の規定と、その認定の関係

不可抗力の条項と、その認定の関係は以下のとおり

（中国の国内契約は法文通りの簡単な規定も多く、結局は契約法の解

釈問題となることも多い）



14Ⓒ Nishimura & Asahi 2019

Ⅲ. 不可抗力を主張する要点まとめ

① 契約の準拠法（条項）の確認・検討

② 契約の不可抗力条項の内容の確認・検討

⇒不可抗力にあたるかどうかを検討

③ 契約の履行が（全部又は一部）不能といえるか

④ 履行不能とコロナ事案との因果関係：不能とな

る別の原因があるか

⑤ 証拠の確保：紛争が本格化する前に、相手方

から証拠を取得する工夫
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